
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
規
模
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
防
災
上
有
効
な
備
蓄
倉
庫
そ
の
他
の
施
設
又
は
都
市
の
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
若
し
く
は
利
便
の
た

め
必
要
な
施
設
を
有
す
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
で
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
の
三
関
係
）

第
二

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
施
行
さ
れ
る
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
防
災
上
有
効
な
備
蓄
倉
庫
そ
の
他
の
施
設
を
有
す
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
民
間
都

市
開
発
事
業
で
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
大
都
市
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
の
四
関
係
）

第
三

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


